
 

認定区分について 

 

２ 保育の必要性の認定（教育・保育給付認定） 

■保育の必要性の認定について 

教育・保育給付認定とは、幼稚園や保育所、認定こども園、小規模保育所を利用する場合

に受けていただく手続きで、必要に応じた教育・保育を提供していくために保育の必要性や

必要量を判定するものです。 

認定は３つの区分に分かれます。区分により利用できる施設が決まります。 

認定区分 内 容 

１号認定 

（教育認定） 

対 象 満３歳以上で、教育を希望する子ども 

利用施設 
幼稚園・認定こども園（教育認定） 

※３歳児の利用は施設によって異なります。 

２号認定 

（保育認定：満３歳以

上） 

対 象 
満３歳以上で、保護者の就労などにより保育を必要とする

子ども 

利用施設 保育所、認定こども園（保育認定） 

３号認定 

（保育認定：満３歳未

満） 

対 象 
満３歳未満で、保護者の就労などにより保育を必要とする

子ども 

利用施設 保育所、認定こども園（保育認定）、小規模保育所 

 

出典：豊岡市「2022 年度 保育所・認定こども園 入園のご案内」 

 

 
出典：神戸市「幼稚園・保育所・認定こども園等利用ガイド」 
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